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平成 26 年度第 4 回青森市健康福祉審議会高齢者福祉専門分科会 会議概要 

 

 

開催日時  平成 26 年 12 月 18 日（木）14：30～16：30 

 

開催場所  青森市福祉増進センター（しあわせプラザ） 3 階 中会議室 

 

出席委員  村上秀一委員、風晴賢治委員、木村隆次委員、鹿内文子委員、杉本正委員、      

中嶋卓美委員、林本章委員、山内了介委員≪計 8名≫ 

 

欠席委員  出雲祐二委員、亀田雅代委員、鹿内由記子委員、三浦裕委員≪計 4名≫ 

 

事 務 局   健康福祉部長 赤垣敏子、健康福祉部次長 和田孝行、 

      健康福祉部参事高齢介護保険課長事務取扱 赤坂寛、 

浪岡事務所健康福祉課長 山口朋子、高齢介護保険課副参事 櫻庭勝、 

高齢介護保険課主幹 野登浩一 高齢介護保険課主幹 柳谷勝司、 

高齢介護保険課主幹 三ケ田正治、高齢介護保険課主査 佐藤源志、 

高齢介護保険課主査 向中野葉子、高齢介護保険課主事 鳥羽隆仁、 

高齢介護保険課主事 葛西光明 ≪計 12 名≫ 

 

会議次第   1 開  会 

2 健康福祉部長あいさつ 

 3 案   件 

        （1）青森市高齢者福祉・介護保険事業計画 第 6期計画素案（案）について 

         ①第 6期計画素案（案）概要及び素案（案）について 

         ②第 6期計画における介護保険料の設定の考え方について 

（2）青森市高齢者福祉・介護保険事業計画 第 6期計画（素案）に対する    

「わたしの意見提案制度（パブリックコメント）」の実施について 

          4 そ の 他 

5 閉  会 

 

 

 

議事要旨 

案件（1）青森市高齢者福祉・介護保険事業計画 第 6期計画素案（案）について 

①第 6期計画素案（案）概要及び素案（案）について 

 事務局から、資料 2 のとおり、青森市高齢者福祉・介護保険事業計画 第 6 期計画素案（案）

について説明があった。（※資料 1の説明は割愛。） 

 

意見、質疑応答 

○委員 

「こころの縁側づくり事業」は、来年度以降、市内の全地区で実施していくという認識でよ

いか。 
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○事務局 

  市内全地区での実施を目標として、ご協力頂く市社会福祉協議会と連携しながら、進めてい

きたい。 

 

 

○委員 

新たな就労の場を創出し、働くことができる元気な高齢者を増やすため、介護保険サービス

を利用せずとも生活できるような仕組みづくりが重要であると考えているが、ボランティアポ

イント制度のイメージについて教えてほしい。     

○事務局 

他自治体の事例では、ボランティアにより、ポイントの付与や金券、地域の特産物などの贈

呈などを実施している。 

  高齢者福祉専門分科会をはじめ、市社会福祉協議会と連携し、他自治体の事例を参考にしな

がら、高齢者の社会参加を推進できるような仕組みとしたい。 

 

 

○委員 

P42 の基幹型地域包括支援センターについてはどのようなイメージとなるのか。 

○事務局 

基幹型地域包括支援センターについては、専門職を配置の上、市役所への設置を考えている

が、現在協議中である。 

 

 

○委員 

  高齢者の交通事故が増えており、自動車事故だけではなくて、自転車事故も非常に多い。冬

季間の自転車が危険であると考えている。 

  このことを踏まえ、P53 の主な取組みについて、さらなる取組みを行う必要があるのではな

いか。 

○事務局 

  交通安全活動の推進については、老人クラブの皆様と連携協力し、交通安全教室などに参加

いただいているところである。反射材の利用を推進するなど、課題に対する必要な取組みにつ

いて、関係部に改めて協議し、整理した上で記載をしたい。 

 

 

○委員 

P63 の介護給付の適正化の推進の中の、「ケアプラン点検アドバイザー」については、公平性

や客観性を保てるような者で構成されるという認識でよいか。 

○事務局 

そのとおりである。 

 

案件（1）の①について委員意見を反映することとして了承 
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案件（1）青森市高齢者福祉・介護保険事業計画 第 6期計画素案（案）について 

②第 6期計画における介護保険料の設定の考え方について 

 事務局から、資料 3 のとおり、第 6 期計画における介護保険料の設定の考え方について説明が

あった。 

 

意見、質疑応答 

なし。 

 

案件（1）の②について了承 

 

 

 

案件（2）青森市高齢者福祉・介護保険事業計画 第 6期計画（素案）に対する「わたしの意見提

案制度（パブリックコメント）」の実施について 

 事務局から、資料 4 のとおり、高齢者福祉・介護保険事業計画 第 6 期計画（素案）に対する

「わたしの意見提案制度（パブリックコメント）」の実施について説明があった。 

 

意見、質疑応答 

なし。 

 

案件（2）について了承 

 

 

 

その他 

 事務局から高齢者福祉・介護保険事業計画 第 6 期計画策定に向けたスケジュールについて、

説明があった。 

 

意見、質疑応答 

なし。 

 


